
 

 

 

大気規制に関する行政指導指針 

（令和３年１２月１日制定） 

１．目的 

この指針は、工場及び事業場（以下「工場等」という。）における事業活動に伴うばい煙、

揮発性有機化合物、一般粉じん及び水銀並びに大気中に排出されるダイオキシン類並びに有害

ガスに関して、排出基準及び構造等基準を遵守させることにより、市民の健康の保護と生活環

境の保全に資するため、工場等に対して行う指導について必要な事項を定めることを目的とす

る。 

２．定義 

この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（１）違反 次号若しくは第３号に適合しないこと又は第４号を実施していないことをいう。 

（２）排出基準 次に掲げるものをいう。 

ア 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第３条第１項、第１７条の４又は第１８

条の２７に規定する排出基準 

イ ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）第８条第２項第１号に

規定する大気排出基準 

ウ 岡山県環境への負荷の低減に関する条例（平成１３年岡山県条例第７６号）第６条第

１項又は第２８条に規定する排出基準 

エ 岡山市環境保全条例（平成１２年市条例第４６号）第３８条第１項に規定する規制基

準 

（３）構造等基準 次に掲げるものをいう。 

ア 大気汚染防止法第１８条の３に規定する構造並びに使用及び管理に関する基準 

イ 岡山県環境への負荷の低減に関する条例第２５条に規定する構造等の基準 

ウ 岡山市環境保全条例第３８条第１項に規定する施設管理基準 

（４）測定等 次に掲げるものをいう。 

ア 大気汚染防止法第１６条に規定するばい煙量等の測定、記録及び保存、同法第１７条

の１２に規定する揮発性有機化合物濃度の測定及び記録又は同法第１８条の３５に規定

する水銀濃度の測定、記録及び保存 

イ ダイオキシン類対策特別措置法第２８条第１項に規定する設置者（同法第１０条に規

定する大気基準適用施設に限る。）による測定 

ウ 岡山県環境への負荷の低減に関する条例第１７条に規定するばい煙量若しくはばい煙

濃度の測定、記録及び保存又は同条例第３６条に規定する有害ガスの量若しくは濃度の

測定、記録及び保存 



 

 

 

（５）報告の徴収 大気汚染防止法第２６条第１項、ダイオキシン類対策特別措置法第３４条

第１項、岡山県環境への負荷の低減に関する条例第１１３条又は岡山市環境保全条例第５

４条第２項の規定に基づく報告の徴収をいう。 

（６）指導 岡山市行政手続条例（平成９年市条例第５８号）第２条第７号に規定する行政指

導をいう。 

３．対象工場等 

指導は、排出基準及び測定等に係る違反にあっては報告の徴収の結果（測定等に係る違反の

うち、過去に測定等をしていない場合その他の違反の事実が明白であると認める場合における

違反にあっては聴取の結果）から、構造等基準にあっては立入検査の結果から違反事実が判明

した工場等を対象に、施設ごとに行うものとする。 

４．指導の基準 

指導は、次の各号に定める違反の状況等を考慮し、別に定める大気規制に関する行政指導指

針運用基準（以下「運用基準」という。）により施設ごとに行う。ただし、違反の原因が悪質

で、緊急の措置を必要とするなど運用基準によりがたい場合はこの限りではない。 

（１）違反した項目の種類 

（２）違反の原因 

（３）過去の違反状況 

５．指導の方法 

指導の方法は、次の各号に定めるところによる。 

（１）違反判明後速やかに違反の事実（該当施設、日時、違反項目、測定値等）を通知し、改

善のための応急措置を講じるよう指導する。 

（２）期限を定めて違反が生じた経緯、違反の原因となった施設の使用の方法等について記載

した書面（以下「報告書」という。）の提出を求める。 

（３）報告書は来庁による提出とし、来庁時に併せて違反の原因及び再発防止策について聴取

を行う。 

（４）聴取した内容に基づき、「注意書」による注意又は「改善勧告書」による改善勧告を行

い、期限を定めて改善の指導を行う。ただし、注意にあっては、報告書の内容及び聴取し

た内容から、注意を行うことが相当と認める時期に行うものとする。 

（５）報告書の内容及び聴取した内容から、違反の原因が施設によるものである場合、運用基

準により期限を定めて違反の原因、改善措置の具体的な内容、改善措置完了予定年月日等

を記載した書面（以下「改善計画書」という。）を提出させる。ただし、改善計画書の提

出は、報告書に改善の計画が記載されていない場合であって、報告書の内容及び聴取した

内容から当該違反の原因を解消する具体的な改善措置が完了していない場合に限る。 



 

 

 

（６）前号の改善計画書は来庁による提出とする。 

（７）第５号により改善措置が完了した場合は、書面又は口頭で速やかに完了の報告をさせる。 

（８）前号により改善措置の完了の報告があったときは、違反のあった施設の検査を行い、実

際に改善措置が完了していることを確認する。 

附 則 

本指針は、制定の日から施行する。 

附 則（令和４年２月２日決裁岡環保第４４１５号） 

本指針は、令和４年２月２日から施行する。 

附 則（令和４年１０月１３日決裁岡環保第３４１２号） 

本指針は、令和４年１１月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月１３日決裁岡環保第４３２７号） 

本指針は、令和５年１２月１３日から施行する。 


